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主 文

１ 本件各訴えをいずれも却下する。

２ 訴訟費用は，原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 主位的請求

処分行政庁がＡの滞納に係る平成１１年度所得税等及び平成１３年度所得税

の徴収のために平成１７年９月１４日付けで別紙差押債権目録記載の各債権に

対してした各差押処分をいずれも取り消す。

２ 予備的請求

処分行政庁がＡの滞納に係る平成１１年度所得税等及び平成１３年度所得税

の徴収のために平成１７年９月１４日付けで別紙差押債権目録記載の各債権に

対してした各差押処分がいずれも無効であることを確認する。

第２ 事案の概要

１ 本件は，処分行政庁がＡの滞納に係る所得税等の滞納処分として別紙差押債

権目録記載の各債権につき各差押処分を行ったところ，当該各債権の真の債権

者であると主張する原告会社及び第三債務者である原告Ｂが，主位的に上記各

差押処分の取消しを，予備的に上記各差押処分が無効であることの確認を求め

ている事案である。なお，以下においては，原告ら両名につき，主位的請求に

係る訴えを「本件取消しの訴え」と，予備的請求に係る訴えを「本件無効確認

の訴え」といい，両者を併せて「本件各訴え」という。

２ 前提事実（争いのない事実，顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨

により容易に認められる事実）

( ) 当事者等1

ア Ａは，平成１０年１２月４日，業務上横領，法人税法違反被疑事件によ

り逮捕され，続いて勾留された上，同月２２日，所得税法違反で起訴され
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（以下「本件刑事事件」という ，平成１１年３月１９日，第１回公判期。）

日が開かれた。弁護士である原告Ｂは，平成１０年１２月４日，Ａから私

選弁護人に選任され，Ａを被告人とする刑事事件の保釈保証金として使用

するものとして下記①及び②のとおり当該各年月日に各金員を預かり，こ

れらをいずれも名古屋地方裁判所に納付した（以下，下記①を「本件第１

預託金」と，下記②を「本件第２預託金」と，下記①及び②を併せて「本

件各預託金」といい，本件各預託金に係る原告Ｂに対する各預託金返還請

求権を「本件各預託金債権」という。ただし，後記４( )のとおり，原告3

Ｂが本件各預託金を誰から預かったかについては争いがあり，原告らは，

原告会社から預かったものであると主張し，被告は，Ａから預かったもの

であると主張しており，本件各預託金債権が原告会社又はＡのいずれに帰

属するかが争点となっている｡ （甲２６））。

記

① 平成１１年１０月２２日 １億円

② 平成１４年９月４日 １０００万円

イ 原告会社（設立当初の商号は「株式会社Ｃ ）は，平成８年５月，Ａ，」

Ｄ外１名を取締役とし，Ｄを代表取締役として設立されたが，Ｄ外１名は

， ， ， ，平成１１年１月３１日に Ａは同年４月２０日に それぞれ辞任し 同日

Ｅが原告会社の代表取締役に就任し，Ａの父であるＦ及びＡの妻であるＧ

が原告会社の取締役に就任した。原告会社は，平成１７年４月１日 「株，

式会社Ｈ」に商号変更を行った上（同年５月２４日登記 ，同月２日，会）

社分割により，株式会社Ｉを設立し，Ｅが同社の代表取締役に就任した。

Ｅは，同月２３日，原告会社の代表取締役を辞任したが，同日，原告会社

の取締役に重任されている （甲２３，２６，乙１１，１２，２９，弁論。

の全趣旨）

， ， ， （ 「 」ウ Ａは 本件刑事事件に係る逮捕の当時 原告会社 Ｊ株式会社 以下 Ｊ
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。） 。（ ， ， ，という 等の関連会社約１３社を経営していた 甲２３ 乙１１ ２８

３１，３４）

( ) 本件訴訟に至る経緯2

ア 債権差押処分

処分行政庁は，本件各預託金はいずれもＡが株式会社Ｃ名で原告Ｂに預

け入れたものであり，本件各預託金債権はＡに帰属するとの判断の下に，

平成１７年９月１４日，Ａの滞納に係る所得税等の徴収のため，国税徴収

法（以下「徴収法」という ）６２条に基づき，本件各預託金債権を被差。

押債権とする各差押処分を行い（以下「本件各差押処分」という ，同月。）

１５日，原告Ｂに対し，各債権差押通知書を送達するとともに，同日，Ａ

に対し，本件各差押処分に係る各差押調書謄本を送達した。本件各差押処

分における被差押債権の表示は，別紙差押債権目録記載１及び同２のとお

りであった （甲３ないし６，乙７，弁論の全趣旨）。

イ 不服申立て（その１）

Ａ及び原告Ｂは，平成１７年１１月１１日，処分行政庁に対し，本件各

差押処分についてそれぞれ異議申立てをしたが，処分行政庁は，平成１８

年２月２日，これらをいずれも却下する決定をした。Ａ及び原告Ｂは，こ

れを不服として，同年３月３日，国税不服審判所長に対し，それぞれ審査

請求をしたが，国税不服審判所長は，同年１０月１６日，これらをいずれ

も棄却する裁決をし，各裁決書謄本は，同月１７日，Ａ及び原告Ｂに送達

された （甲７ないし１８，弁論の全趣旨）。

ウ 訴え提起

原告らは，平成１９年４月１７日，本件各訴えを提起した （顕著な事。

実）

エ 不服申立て（その２）

原告会社は，平成１９年４月１７日，本件各差押処分について国税不服
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， ， ，審判所長に対し審査請求をしたが 国税不服審判所長は 同年６月１４日

国税通則法（以下「通則法」という ）７７条４項に規定する１年の不服。

申立期間が経過し，同項ただし書に規定する「正当な理由」もないから，

原告会社の審査請求は不適法であるとしてこれを却下する裁決をした 乙。（

５の１・２，同６）

３ 争点

( ) 本件各訴えの原告適格の有無1

( ) 原告会社の本件取消しの訴えに関する不服申立前置の有無2

( ) 本件各預託金債権の帰属3

４ 当事者の主張の要旨

( ) 争点( )（本件各訴えの原告適格の有無）について1 1

（被告の主張）

， ，国は 徴収法により滞納者の第三債務者に対する債権を差し押えた場合

被差押債権の取立権を取得し（同法６７条１項 ，滞納者に代わって債権）

者の立場に立つことになるが，この場合の国と第三債務者との関係は，一

般民事上の債権者対債務者の関係と何ら異ならず，第三債務者が任意に債

務の履行をしなければ，国がその取立権を行使するには，民事訴訟法の定

める手続に従い，被差押債権について債務名義を得た上，一般私債権の強

制執行手続を執るしかない。そして，被差押債権の不存在を主張する第三

債務者としては，国が差押えに基づき債務の履行を求めてきたときに，こ

れを拒絶すれば足りるのであり，国が取立権者となることによって，本来

の立場以上に不利益な立場に陥るおそれはない。

したがって，第三債務者は，被差押債権の不存在を理由として，差押処

分の取消し又は無効確認を求めるにつき法律上の利益を有しないから，本

件各差押処分に係る第三債務者である原告Ｂは，本件各訴えにつき原告適

格を有しない。
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（原告Ｂの主張）

第三債務者は，本来は自由になし得る債務者への弁済を一方的に禁じら

れるのであるし，処分行政庁が取立権者になることによって，被差押債権

の帰属を争う一連の手続に巻き込まれることとなり負担が増大するから，

これらの点のみをとらえても，その法的地位に変動があると考えられる。

また，第三債務者は，もともと弁済時までに生ずるすべての事由をもって

債務者に対抗し得る法的地位を有していたにもかかわらず，弁済禁止の派

生的効果として差押えの時点以降に債務者との間に生じた事由は一切主張

し得ないという私法上重大な不利益を受けることになるから，その法的地

位に変動があるというよりほかはない。

したがって，第三債務者は，一般的に差押処分の違法性について判断を

求めることにつき直接的な利益を有するというべきであって，本件各差押

処分に係る第三債務者である原告Ｂも，本件各訴えにつき原告適格を有す

る。

( ) 争点( )（原告会社の本件取消しの訴えに関する不服申立前置の有無）2 2

について

（被告の主張）

通則法１１５条１項本文は，国税に関する法律に基づく処分の取消訴訟

は，審査請求をすることができる処分にあっては，審査請求についての裁

決を経た後でなければ提起することができないと定めるところ，この裁決

とは適法な審査請求に基づいてされた裁決を指すのであって，不服申立て

が不服申立期間経過後にされたものであるため不服申立手続においても本

案審理を受けることなく却下されたときは，同項本文に規定する裁決を経

たことにはならない（最高裁昭和３０年 月２８日第二小法廷判決・民1

集９巻１号６０頁参照 。原告会社は，本件各差押処分があった日の翌日）

から起算して１年を経過した後の平成１９年４月１７日，国税不服審判所
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長に対し，本件各差押処分を不服として審査請求を行ったが，国税不服審

判所長は，同年６月１４日，通則法７７条４項に規定する１年の不服申立

期間を徒過した不適法なものであるとして却下裁決を行った。

したがって，原告会社に係る本件取消しの訴えは，不服申立前置を欠く

不適法な訴えである。

（原告会社の主張）

原告会社は，処分行政庁があえて原告会社に対して本件各差押処分に関

する通知を行わなかったため，不服申立てを行う機会を奪われたのである

から，通則法１１５条１項本文に規定する不服申立前置が適用されないと

いうべきである。仮に同項本文が適用されるとしても，原告会社は，平成

１９年４月１２日になって初めて本件各差押処分を知ったのであるから，

通則法７７条４項ただし書に規定する「正当な理由」があるというべきで

あり，原告会社が同月１７日に国税不服審判所長に対して行った審査請求

は有効である。

したがって，原告会社に係る本件取消しの訴えは，適法な訴えである。

( ) 争点( )（本件各預託金債権の帰属）について3 3

（原告らの主張）

本件各預託金債権に関する実質的な出捐者は，原告会社の元代表取締役

であるＥであり，Ｅが原告会社（当時の商号は「株式会社Ｃ ）に貸し付」

け，Ｅから貸付けを受けた原告会社が，原告Ｂに当該貸付金を刑事保釈保

証金として預託したものである。このような事情があるため，本件各預託

金債権は原告会社に帰属するにもかかわらず，処分行政庁は，Ａとは別の

法人格を有する原告会社の法人格を否認し，原告会社の有する債権をＡの

有する債権であるとの認定の下に本件各差押処分を行っているから，本件

各差押処分には明白かつ重大な違法があるのであって，取り消されるべき

であるし，無効であるというべきである。



- 7 -

（被告の主張）

原告らの主張を裏付ける客観的な証拠は存在せず，その主張自体不自然

・不合理である一方，平成１１年１０月２２日，Ａが実質的に支配してい

たＪに対し，同社を登記名義人とする東京都目黒区α×××番地２０所在

の区分所有建物及びその敷地権（以下「β物件」という ）の売買残代金。

１億円以上が支払われたことから，これが本件第１預託金の原資であると

考えられ，本件第２預託金もＡが準備したものと考えられることから，本

件各預託金債権は，Ａに帰属するというべきである。

第３ 当裁判所の判断

１ 原告Ｂの本件各訴えの原告適格の有無（争点( )）について1

( ) 行政事件訴訟法９条は，取消訴訟の原告適格について規定するが，同条1

１項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」と

は，当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され，

又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり，当該処分を定めた

行政法規が，不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消さ

せるにとどめず，それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護す

べきものとする趣旨を含むと解される場合には，このような利益もここにい

う法律上保護された利益に当たり，当該処分によりこれを侵害され又は必然

的に侵害されるおそれのある者は，当該処分の取消訴訟における原告適格を

有するものというべきである（最高裁平成１６年(行ヒ)第１１４号同１７年

１２月７日大法廷判決・民集５９巻１０号２６４５頁参照 。そして，当該）

処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断す

るに当たっては，当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることな

く，当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の

内容及び性質を考慮し，この場合において，当該法令の趣旨及び目的を考慮

するに当たっては，当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその
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， ，趣旨及び目的をも参酌し 当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては

当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる

利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきもの

である（同条２項参照 。）

そして，行政事件訴訟法３６条は，無効等確認の訴えの原告適格について

規定するが，同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき「法律上の

利益を有する者」の意義についても，上記取消訴訟の原告適格の場合と同義

に解するのが相当である（最高裁平成元年(行ツ)第１３０号同４年９月２２

日第三小法廷判決・民集４６巻６号５７１頁参照 。）

( ) 上記( )の観点から，本件各差押処分に係る第三債務者である原告Ｂが2 1

本件各訴えに関する原告適格を有するか否かについて検討する。

ア 本件各差押処分の根拠法規である徴収法は，国税の滞納処分その他の徴

収に関する手続の執行について必要な事項を定め，私法秩序との調整を図

りつつ，国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを

目的とし 同法１条 国税と私債権との関係につき 国税優先の原則 同（ ）， ， （

法８条）を定める一方で，国税と担保権付債権との関係につき，原則とし

て法定納期限を基準として，納税者の財産上に担保権が設定され又は成立

した時期との先後によって優劣を決するなどして，一定の例外を認めると

ともに（同法１５条ないし２５条 ，滞納処分において差押財産を選択す）

るに当たっては，滞納処分の執行に支障がない限り，その財産につき第三

者が有する権利を害さないように努めるべきことを定め（同法４９条 ，）

納税者に他の財産があるにもかかわらず第三者の権利の目的となっている

財産を差し押さえた場合には，当該第三者に税務署長に対する差押換の請

求権を付与するなど（同法５０条，５１条，５８条，５９条 ，滞納者の）

財産につき権利を有する第三者の利益を上記の限度で尊重すべきことを定

め，私法秩序の尊重と租税徴収確保の要請との調整を図っている。
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そして，徴収職員は，滞納者に督促状を発しても所定の期限までに完納

しないなどの事由があるときは，滞納者の国税につきその財産を差し押さ

えなければならないが（同法４７条１項 ，事柄の性質上，滞納処分とし）

ての差押えの対象となる財産は，差押えをする時に滞納者に帰属している

ものでなければならず，債権の差押えに当たっては，被差押債権が滞納者

に帰属するか否かの判定について，借用証書，預金通帳，売掛帳その他取

引関係帳簿書類等により滞納者に帰属すると認められるか否かを参考とし

て行うものとされている（国税徴収法基本通達４７条関係５，２０( )参7

照 。）

滞納処分としての債権の差押えは，第三債務者に対する債権差押通知書

， （ ，の送達によって行い その効力はその送達の時に生じ 徴収法６２条１項

３項 ，債権が差し押さえられると，第三債務者はその履行を，滞納者は）

債権の取立てその他の処分を禁じられる（同条２項 。徴収職員は，滞納）

者の債権を差し押さえたときは，差押調書を作成し，その謄本を滞納者に

（ ）。 ，交付しなければならない 同法５４条２号 差し押さえた債権について

徴収職員は，その取立てをすることができるが（同法６７条１項 ，第三）

債務者が任意に履行しないときは，必要に応じ，国が主体となって，給付

の訴えの提起，支払督促の申立て等の手続を執ることとなる（同通達６７

条関係４参照 。）

イ 上記アの徴収法の体系・構造等にかんがみれば，徴収法の趣旨及び目的

は，私法秩序との調整を図りつつ，滞納処分その他の徴収手続により国税

収入を確保するというものであるところ，この私法秩序との調整とは，一

般私債権に対する優先徴収権を原則的に認めつつ，私有財産の保護，契約

自由の原則に基づく経済活動の自由を確保する観点から，滞納者の財産に

つき権利を有する第三者の利益を一定の限度で尊重することを内容とする

ものと解され，滞納処分としての債権差押えに係る第三債務者の利益の尊
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重まで含むものではないと解される。

この点，滞納処分としての債権の差押えは，第三債務者に対する債権差

押通知書の送達によって行い，その効力はその送達の時に生じるものとさ

れているが（徴収法６２条１項，３項 ，このような制度が採用されたの）

も，第三債務者の利益の保護の目的で設けられたものではなく，第三債務

者に対し，債権差押通知書を送達するとともに被差押債権の履行を禁じる

ことを通じて（同条２項。なお，民法４８１条１項参照 ，債権の差押え）

による処分禁止の効果の実現を手続的に担保することを目的としたもので

あって，第三債務者の利益の保護の目的に出たものではないと解される。

また，滞納処分としての差押えの対象となる財産は，差押えをする時に滞

納者に帰属しているものでなければならないと解され，債権の差押えに当

たっては，前述の基準に従って被差押債権が滞納者に帰属するか否かの判

定が行われているが（同通達４７条関係５，２０( ) ，これらの徴収法7 ）

の解釈・運用が，第三債務者に対して債権を有する第三者の利益の保護を

目的とするものであって，第三債務者の利益の保護の目的に出たものでは

ないことも明らかである。

以上検討したところによれば，徴収法及びその関係法令には，滞納処分

としての債権差押処分に係る第三債務者の利益を保護すべきものとする趣

旨を含むと解される規定は存しない。

ウ そして，国が，滞納国税の徴収のため，徴収法に基づき滞納者の第三債

， ，務者に対する債権を差し押さえた場合 国は被差押債権の取立権を取得し

滞納者に代わって債権者の立場に立ち，その権利を行使し得るにとどまる

ものと解されるところ，仮に，滞納者に帰属しない債権又は既に消滅した

債権を被差押債権とするなど，徴収法又はその関係法令に違反した債権差

押えが行われた場合であっても，第三債務者としては，債権差押処分前か

ら滞納者に対して有しているすべての異議及び抗弁を差押債権者である国
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に対して対抗することができるのであって，国が差し押さえた債権の取立

訴訟を提起した場合にも，この訴訟において，被差押債権の不存在（滞納

者への帰属の欠如を含む ）又は消滅等の事由を主張し，そのような事由。

が認められる場合には，国の請求を棄却する旨の判決がされ，徴収手続が

効を奏しないことになるのであるから，債権差押処分がされても第三債務

者が法律上の不利益を被ることはないと解される（最高裁平成１３年(許)

第３０号同１４年６月１３日第一小法廷決定・民集５６巻５号１０１４頁

参照 。）

したがって，徴収法及びその関係法令において，滞納処分としての債権

差押処分において考慮されるべき利益の中に，これによって害されること

となるものとして第三債務者の法律上の利益（権利又は法律上保護された

利益）が含まれるものとは解されない。

エ 以上によれば，滞納処分としての債権差押処分につき，上記イで検討し

た徴収法及び関係法令の趣旨及び目的並びに上記ウで検討した当該処分に

おいて考慮されるべき利益の内容及び性質を総合して考慮すると，債権差

押処分に係る第三債務者は，当該差押処分の取消し又は無効確認を求める

につき法律上の利益を有しないものとして，その取消訴訟又は無効確認訴

訟における原告適格を有しないものと解するのが相当である。

したがって，本件各差押処分に係る第三債務者である原告Ｂは，本件各

訴えに関する原告適格を有しないというべきである。

オ この点，原告Ｂは，債権差押処分によって第三債務者は被差押債権の帰

属を争う一連の手続に巻き込まれることとなり負担が増大する旨主張する

が，取立訴訟を提起されて応訴するなどの負担が生ずることがあるとして

も，これは事実上のものにとどまり，これをもって，第三債務者の法律上

の利益（権利又は法律上保護された利益）が害されるものということはで

きない。
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また，原告Ｂは，本来は自由になし得る債務者への弁済を一方的に禁じ

られ，もともと弁済時までに生ずるすべての事由をもって債務者に対抗し

得る法的地位を有していたにもかかわらず，差押処分時以降に債務者との

間に生じた事由は一切主張し得ないという私法上重大な不利益を受けるこ

とになるから，その法的地位に変動がある旨主張する。しかし，債権差押

処分によって債務の内容に何ら変動はなく，債権差押処分後の弁済及び債

務の消滅又はその内容の変更を目的とする契約の制限という効果は，債務

者の権能が差押処分によって制限されることから生ずるいわば反射的効果

にすぎず，第三債務者としては，その制約に反しない限り，債務者に対す

るあらゆる異議及び抗弁をもって差押債権者に対抗することができると解

されるから（最高裁昭和３９年(オ)第１５５号同４５年６月２４日大法廷

判決・民集２４巻６号５８７頁参照 ，これをもって，第三債務者自身の）

法律上の利益（権利又は法律上保護された利益）が害されるものというこ

とはできない。なお，類似の手続である民事執行法による債権差押手続に

おいて，第三債務者が執行抗告を提起し得るとしても，執行抗告の申立適

格には「法律上の利益を有する者」との限定はないところ，不存在（債務

者への帰属の欠如を含む ）又は消滅等の事由の存する被差押債権につき。

債権差押命令が発付されても，第三債務者が法律上の不利益を被ることは

なく，そのような事由は執行抗告の理由にならないと解されること（前掲

最高裁平成１３年(許)第３０号同１４年６月１３日第一小法廷決定参照）

からすると，上記の判断が左右されるものとは解されない｡

( ) したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告Ｂの本件各3

訴えは，いずれも不適法であるから，却下を免れない。

２ 原告会社の本件各訴えの原告適格の有無（争点( )。争点( )（本件各預託1 3

金債権の帰属）を含む ）について。

， ， ，( ) 原告会社は 本件各預託金債権は Ａではなく原告会社に帰属するので1
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本件各差押処分は違法であると主張し，主位的にその取消しを，予備的にこ

れが無効であることの確認を求めている。そこで，本件各預託金債権の帰属

が問題となるが，原告会社は本件各差押処分の名宛人たる滞納者ではないか

ら，抗告訴訟である本件各訴えを審理するに当たっては，まず，本件各訴え

に関して原告会社が原告適格を有するか否かを判断する必要があるところ，

原告適格に関して規定する行政事件訴訟法９条１項，３６条における「法律

上の利益を有する者」とは，上記１( )のとおり，当該処分により自己の権1

利若しくは法律上保護された利益を侵害され，又は必然的に侵害されるおそ

れのある者をいうことにかんがみると，本件各訴えのように，滞納処分とし

ての債権差押処分がされた場合において，第三者が当該被差押債権は自己に

帰属すると（すなわち自己が当該被差押債権の債権者であると）主張したと

きは，当該第三者が当該被差押債権の債権者であると証拠上認定できるので

あれば，当該第三者は上記「法律上の利益を有する者」に当たるが，そのよ

うに証拠上認定できない場合には，特段の事情のない限り，当該処分により

自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され，又は必然的に侵害さ

れるおそれがあるとはいえないから，当該第三者は上記「法律上の利益を有

する者」には当たらないと考えられる。そして，処分の取消し又は無効確認

を訴求する原告適格に関する立証責任は原告に課されると解されることも併

せ考えると，原告会社が，本件各預託金債権が自らに帰属することの立証責

任を負うものと解される。

本件では，被告は，原告Ｂについてのみその原告適格を争い，原告会社の

原告適格は争っていないが，訴訟要件にかかわる問題であるから，以下，原

告会社の原告適格につき，職権をもって，争点( )の検討に先立ち，その前2

提問題となる争点( )の検討を含め，判断することとする。3

， ， ，( ) 前提事実 争いのない事実 摘示した各証拠及び弁論の全趣旨によれば2

以下の各事実を認めることができる。
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ア Ａの経営する関連会社の一つであるＪは，不動産の所有管理等を目的と

して昭和３３年４月に設立された株式会社であるが，Ａは，平成８年７月

１６日，同社の代表取締役に就任した。Ａは，前提事実( )アのとおり業1

務上横領，法人税法違反被疑事件で平成１０年１２月４日に逮捕された直

， ， ，後の同月１４日に同社の取締役を辞任し 代表取締役を退任したが 同日

Ａの妻であるＧが代表取締役に就任し，Ａの父であるＦが取締役に就任し

た。なお，Ｇ及びＦは，平成１２年５月２５日に同社の取締役を退任した

が，この退任登記は平成１６年６月１０日までされなかった。また，平成

， （ 。１１年当時のＪの株主構成は 同様にＡの経営する関連会社 有限会社Ｋ

平成１１年６月までＡが代表取締役，Ｇが取締役，同年７月以降はＦが代

表取締役，Ａの母であるＬが取締役）が全株式を保有するというものであ

った （乙２０，２８ないし３２，弁論の全趣旨）。

イ Ａ及びその妻であるＧは，平成９年１２月２５日当時，β物件を共有し

ていたが（持分割合は，Ａが１０分の９，Ｇが１０分の１ ，同日売買を）

原因として，同月２６日，Ｊに対し，共有者全員持分全部移転登記を経由

した （甲２３，乙２２の１・２）。

ウ Ｅは，平成１０年３月に不動産リース業を営む会社を退職した後無職で

あったが，同年６月，Ａと知り合い，同年７月から，Ｊに部長として勤務

し始めた。Ｅは，Ａの経営する関連会社約１３社の事業の見直し，統廃合

等の検討を行うなどしていたが，同年１２月４日にＡが逮捕された後は，

原告Ｂを通じてＡの指示を受けつつ，Ａの経営する関連会社の運営に携わ

るようになり，平成１１年４月２０日には，前提事実( )イのとおり原告1

会社の代表取締役に就任した （甲２３）。

エ Ａが逮捕された後，Ａの経営する関連会社の資金繰りが苦しくなったた

め，Ｅは，Ａ所有の高級自動車を売却して資金繰りに充てるなどしてきた

が，平成１１年６月ころから，Ａの意向に従い，その当時Ｇらが居住して
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いたＪ名義のβ物件を売却して本件刑事事件に係るＡの保釈保証金を捻出

， （ ）する計画を検討し この計画についての検討状況を原告Ｂに書簡 乙２１

等で報告し，原告Ｂを通じてＡからの指示を受けつつ，複数の不動産業者

を介して，売却先を探す作業を行った。そして，同年９月２８日，ＪとＭ

株式会社（以下「Ｍ」という ）との間で，β物件を代金１億５０００万。

円（支払期日同年１０月７日）で売却する旨の売買契約が締結され，同年

， ，９月２８日 その代金のうち３０００万円が手付金として現金で支払われ

Ｅがこれを受領した。Ｅは，Ａの意向に従い，この３０００万円について

は，Ａの経営する関連会社の運転資金に充てた。残代金１億２０００万円

については，Ｍ側の事情で支払が遅れたが，同年１０月２２日，現金で支

払われ，Ｅがこれを受領した。β物件については，Ｍから転売を受けた株

式会社Ｎに対し，同日売買を原因として，同日，Ｊから中間省略で所有権

。（ （ ， 。），移転登記が経由された 甲２３ ただし 上記認定に反する部分を除く

乙２１ないし２７，弁論の全趣旨）

オ Ｅは，平成１１年１０月２２日，上記エのとおりβ物件の売買残代金を

受領した後，東京から原告Ｂのいる名古屋まで現金１億円を自家用車で運

び，同日深夜，原告Ｂに対し，本件刑事事件に係る保釈保証金に充てるべ

くこの現金１億円を預けたが（本件第１預託金 ，その際，原告Ｂは，Ｅ）

から，預り証の宛名は原告会社名（当時の商号は「株式会社Ｃ ）で発行」

するように依頼されたため 「株式会社Ｃ」宛ての預り証を発行した。本，

件刑事事件については第１審が有罪判決であったため，Ａは，平成１４年

９月４日，原告Ｂに対し，控訴に際しての追加保釈保証金に充てるべく現

金１０００万円を自ら直接預けたが（本件第２預託金 ，その際，原告Ｂ）

は，Ａから，預り証の宛名は原告会社名（当時の商号は「株式会社Ｃ ）」

で発行するように依頼されたため 「株式会社Ｃ」宛ての預り証を発行し，

た （甲１，３（３枚目 ，４（３枚目 ，２３，２６，弁論の全趣旨）。 ） ）
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( ) そこで，上記認定事実及び前提事実に基づき検討するに，まず，本件第3

１預託金の金額は１億円と相当高額のものであるところ，Ｅが，本件刑事事

件に係るＡの保釈保証金を捻出するために売却の計画を進めたβ物件の売買

残代金として現金１億２０００万円を受領した日と同じ日（平成１１年１０

月２２日）に，現金１億円を自ら自家用車で名古屋まで運び，これを本件刑

事事件に係るＡの保釈保証金として原告Ｂに預けていることからすると，本

件第１預託金の原資には，上記売買残代金の一部が充てられたものと推認さ

れる。そして，(ア)β物件は，Ｊに登記名義が移される前は，Ａが妻と共に

共有しており(Ａの持分は１０分の９)，Ａの逮捕後にその売却の検討が始ま

った平成１１年６月ころ，β物件には妻らが居住し，その売却の話も妻の了

解の上で進められたものとうかがわれること，Ｊ及び原告会社はいずれもＡ

の経営する関連会社の一部で，現に，Ａは，逮捕直後の辞任までＪの代表取

締役かつ原告会社の取締役であり，その辞任後は両社の取締役に妻と父を，

Ｊの代表取締役に妻を就任させ，Ｊの株主構成も，同様の役員構成を採るＡ

の経営する関連会社が全株式を保有するというものであったことに加え，

(イ)本件刑事事件につき原告Ｂを私選弁護人として選任して同事件に係る事

務全般を同人に委任したのはＡ自身であって，Ｅは，原告Ｂを通じて，勾留

中のため自ら行動できないＡの指示を受けつつ，Ａの経営する関連会社の運

営全般を代行するとともに，β物件の売却により本件刑事事件に係るＡの保

釈保証金の捻出を進めたにすぎないことをも併せ考えると，結局，Ｅは，現

金１億円を原告Ｂに預けた当時，原告会社の代表取締役ではあったものの，

実質的には，Ｊ及び原告会社を支配するＡの使者として，専らＡの利益を図

る目的で，本件刑事事件に係る委任事務であるＡの保釈手続をその受任者で

ある原告Ｂが遂行するのに必要な金員に充てるべく，その委任者であるＡが

Ｅを通じてその原資とするために捻出した現金をもって，本件第１預託金を

原告Ｂに預託したものと推認されるというべきである。



- 17 -

そして，本件第２預託金は，Ａ自身が，原告Ｂに対し，本件刑事事件に係

る控訴に際しての追加保釈保証金に充てるべく現金１０００万円を直接預け

ていることからすると，本件第１預託金の預託に係る上記の経緯に照らして

も，Ａが自ら原告Ｂに預託したものと推認されるというべきである。

， ， （ ） ， ，( ) この点 Ｅは 陳述書 甲２３ において ①本件第１預託金について4

平成１１年９月ころ，原告Ｂから本件刑事事件に係るＡの保釈保証金として

１億円が必要と言われたが，Ａが有している債権は全く回収できなかったた

め，Ｅが保釈保証金１億円を調達し，原告会社に貸し付ける形で立て替える

ことを決め，自宅に保管していた現金８０００万円のうち７５００万円と自

らの知人２名から借り入れた２５００万円とを合わせて合計１億円の現金を

準備し，同年１０月２２日，これを原告Ｂに預けたものであり，自宅に保管

していた現金８０００万円は，昭和６３年ころから平成４年ころまでの間，

γにあるＯ株式会社（以下「Ｏ」という ）を介して行った株取引を通じて。

上げた利益によるものである旨，②本件第２預託金（Ａが平成１４年９月４

日に原告Ｂに預けた１０００万円）についても，そのうち３００万円は，自

らが知人から借り入れてＡに渡したものであり，残りの７００万円は，Ａが

調達したものではあるものの，自らとＡとの間で原告会社が出捐した本件第

１預託金に係る１億円の利息として原告会社にＡが支払うとの合意があった

旨などを供述する。

しかし，Ｅが昭和６３年９月から平成４年８月までＯを通じて株取引を行

っていたことを裏付ける証拠（甲２７）は提出されているものの，この証拠

によっても，その株取引による利益の総額は必ずしも明らかではない上，株

取引を終了した平成４年８月から本件第１預託金を原告Ｂに預けた平成１１

年１０月までには７年余を経過していることからすると，自ら投資取引を行

っていたＥが，そのように長期間にわたって８０００万円もの高額の現金を

自宅に保管していたという供述内容自体が，保安上の観点からも資産運用上
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の観点からも不自然・不合理である上，２５００万円を借り入れた知人の氏

名も明らかにされておらず，借入れの事実を裏付ける借用証書等の客観的証

拠も存しないことからすると，本件第１預託金の調達の経緯・事情に関する

上記①の供述は，にわかに採用し難いものといわざるを得ない。また，平成

１１年当時，上記( )エのとおり，Ａの経営する関連会社の資金繰りは苦し2

く，特に原告会社は，平成１１年３月期決算では，年間売上高はわずかに約

７４４万円である一方，営業損失は約１４７７万円に及び，同月現在の現金

・預金の合計額も１０万円に満たず，欠損金が約３７７２万円に及ぶ状況で

あり（乙８ ，平成１２年３月期決算でも，営業利益は約１５３万円が計上）

されているものの，年間売上高はわずかに約３７４万円，現金・預金の合計

額も約１０６万円であり，欠損金も約３５１３万円に及ぶ（乙９）など，当

時の経営状態は相当逼迫していたことがうかがわれ，同社の運営を代行して

いたＥはこの経営状態を当然に熟知していたはずであるにもかかわらず，何

らの担保も取ることなく自らの出捐と借入れで１億円を調達して原告会社に

貸し付け，しかも，これを自ら原告Ｂに預けた日と同じ日に，その資金調達

のため売却の話を進めたβ物件の売買残代金１億２０００万円を自ら受領し

ながら，これを一切貸付けの原資に用いることなく全額をＪの金庫に保管し

たというのは，供述内容自体著しく不自然である（なお，原告会社に係る平

成１２年３月期の法人税確定申告書添付の主要勘定明細（乙９）には，科目

「差入保証金 ，金額「 ，明細「Ｂ弁護士」と記載されている」 」100,000,000

ものの，これに対応するものとしてＥからの同額の借入れについては何ら記

載されておらず，上記供述は会計処理上の裏付けも欠くものといわざるを得

ない 。そして，ＥがＡのために保釈保証金１億円を用立てるのであれば，。）

自ら直接Ａに対してこの金員を貸し付ければよいところ，殊更に経営状態の

逼迫した原告会社に無担保で貸し付けるということ自体，迂遠かつ不自然で

ある上，原告会社は，訴状においては，本件第１預託金の原資について何ら
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明らかにせず，被告から平成１９年９月１１日付け準備書面( )において原1

告会社の逼迫した経営状態を審らかにされるや，Ｅから本件第１預託金の原

資を調達した旨の主張を始めたのであって，このような経緯にも照らし，上

記( )を含めて以上に検討したところを総合すると，上記①の供述は，採用3

することができないというべきである。

そして，Ａが原告Ｂに自ら直接預けた本件第２預託金に関するＥの上記②

の供述も，氏名を特定しない知人からの借入れ及びＡとの間の利息の合意の

双方につき，客観的な証拠による裏付けを欠き，Ｅの原告会社に対する貸付

金につきＡが利息を支払うとするなど不自然かつ不合理であって，上記( )3

を含めて以上に検討したところを総合すると，採用することができないとい

うべきである。

( ) また，原告Ｂが本件各預託金債権に関して作成した各預り証の宛名は原5

告会社宛てとなっている（甲１，３(３枚目)，４(３枚目)）ところ，原告Ｂ

は，陳述書（甲２６）において，Ａ及びＥとの間で，私選弁護人としての報

酬１５００万円(消費税別)については，裁判所から還付を受けた刑事保釈保

証金から充当してよいとの合意を取り付けており，平成１７年１０月６日に

保釈保証金が還付されたので，同月１２日から同年１２月１５日までの間に

報酬１５００万円を経理処理した旨供述している。この供述によれば，原告

ＢのＡに対する報酬債権と原告会社の原告Ｂに対する本件刑事事件の保釈保

証金に係る預託金返還請求権との相殺処理を行う旨の合意がされたことにな

るが，原告会社においてこのように債権者の異なる債権同士を相殺するとの

合意をすること自体が不自然であるし，通例行われない内容の合意が行われ

るのであれば，後日の紛争を回避すべく合意内容を記載した書面が作成され

るのが通常と考えられるところ，そのような合意がされたことを裏付ける客

観的な証拠はないことにも照らすと，上記供述の内容からは，かえって，原

告Ｂ自身が，本件各預託金債権の債権者がＡであることを所与の前提として
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上記相殺処理を行ったものと推認するのが自然であり，上記各預り証の宛名

が原告会社と記載されたのもＥ及びＡの依頼に基づく名義上の処理にすぎな

いことをも併せ考えると，上記各預り証の宛名の記載及び原告Ｂの上記供述

内容によっても，上記の認定が左右されるものではない。

， ， ，( ) 以上によれば 本件各預託金債権に関しては 本件の全証拠によっても6

原告会社に帰属するものと認めることはできず，かえって，上記( )のとお3

り，Ａの預託に係る預託金債権として，Ａに帰属するものと推認されるとい

うべきである。

， ， ，そうすると 原告会社は 本件各預託金債権の真の債権者とは認められず

他に，これらを被差押債権とする債権差押処分により自己の権利若しくは法

律上保護された利益を侵害され，又は必然的に侵害されるおそれがあると解

すべき特段の事情の存在も認められない以上，本件各差押処分につき「法律

上の利益を有する者」に当たらないと解するのが相当であり，本件各差押処

分の取消し又は無効確認を求める本件各訴えについて原告適格を有しないと

いうべきである。

したがって，争点( )について判断するまでもなく，原告会社の本件各訴2

えは，いずれも不適法であるから，却下を免れない。

３ 結論

以上によれば，本件各訴えは，その余の点について判断するまでもなく，い

， ， 。ずれも不適法であるから これらを却下することとし 主文のとおり判決する

東京地方裁判所民事第２部

裁判長裁判官 岩 井 伸 晃
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裁判官 三 輪 方 大

裁判官 小 島 清 二
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（別紙）

差 押 債 権 目 録

１ Ａが原告会社名で下記刑事事件の保釈保証金として平成１１年１０月２２日に

原告Ｂに預け入れた１億円の返還請求権

記

（事件名）名古屋地方裁判所平成▲年（わ）第▲号外

２ Ａが原告会社名で下記刑事事件の保釈保証金として平成１４年９月４日に原告

Ｂに預け入れた１０００万円の返還請求権

記

（事件名）名古屋地方裁判所平成▲年（わ）第▲号外４件


